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新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の 

臨時的・特例的な取扱いについて 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用い

た診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、日本薬剤師会より別添のとおり通知があ

りました。 
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患

者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の、電話や情報通信機器を用いた診療によ

りファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースについては、本年2

月28日付 元長薬発第1139号ほかにてお知らせしたところです。 

今般、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療

により処方することが可能なこと等が示されたことを受け、臨時的・特例的な取り扱い

が示されました。 

処方箋の送付や薬局における調剤、服薬指導の取扱いについては、同事務連絡に基づ

く処方であることを明記することなどが処方医に求められております。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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